
 

福 祉 用 具 貸 与 サービス 

運 営 規 程 

介護予防福祉用具貸与サービス 

 

１福祉用具貸与サービス及び介護予防福祉用具貸与サービスの目的 

 要支援又は要介護状態にあるご利用者に対し、介護保険法で定める福祉用具貸与サー

ビスおよび介護予防福祉用具貸与サービスを提供し、ご利用者がその有する能力に応

じて、可能な限りその居宅に於いて自立した生活を営むことができるよう、又、ご利

用者の家族等の負担軽減を図れるよう支援します。 

２運営の方針 

 事業所は、指定福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与を含む）の事業（以下「事業」

という）の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して常に要介護者や要支

援者の立場に立ったサービスの提供を務めるものとする。 

・ 事業の実施に当たっては、地域の結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業

者や地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他保健医療

サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの

提供に努めるものとする。 

・ 事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人

員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成 25年 1月 9日京都市条例第 39号）」、

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省

令第 37号）」等に定める内容を尊重し、事業を実施する。 

 

３会社概要 

 ●法人名称     ：株式会社 ユウコム 

 ●所在地      ：京都市右京区西京極南大入町 86番地 2 

 ●電話番号     ：０７５－３２１－８９６０ 

 ●代表者氏名    ：菱田 敏子 

 ●実施サービス   ：福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

            特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 

            住宅改修、訪問介護 

 

４福祉用具貸与サービスおよび介護予防福祉用具貸与サービスを提供する事業所（以下、

「サービス事業所」とします） 

●サービス事業所の概要 

サービス事業所の名称 

所在地 

電話番号 

ユウコム（株式会社 ユウコム） 

京都市右京区西京極南大入町 76番地 3 

０７５－３２１－８９６０ 

指定事業所番号 ２６７０７０２６７５ 

実施サービス 福祉用具貸与及び予防介護福祉用具貸与 

サービス提供地域 京都市、枚方市、交野市、寝屋川市 

 

 



 

 

●営業時間 

営業日 月曜日～金曜日 

営業時間 午前９時３０分～午後６時３０分 

休業日 土曜日、日曜日、祝祭日、8月 14日～16日、12月 30日～1月 3日 

 

 

５サービス従事者 

サービス従事者とは、お客様に福祉用具貸与サービスおよび介護予防福祉用具貸与サ

ービスを提供する株式会社ユウコムの職員であり、主として専門相談員が該当します。 

職 員 体 制 資  格 常 勤 非常勤 計 業 務 内 容 

管 理 者 福祉用具専門相談員等 １名  １名 職員の管理及び相談等 

専門相談員 福祉用具専門相談員等 
2名

以上 
 

2名

以上 
貸与相談、給付管理業務 

 

 

６主となるサービス内容 

・ 介護保険法で定める福祉用具貸与サービスおよび介護予防福祉用具貸与サービス 

のサービス内容に限られます。 

・ ご利用者の自立支援の為に必要な福祉用具を貸与します。 

・ 貸与にあたりましては、ご利用者の心身の状況・要望・住宅環境などを考慮し、

福祉用具サービス計画書を作成、交付すると共に専門相談員が適切な福祉用具の

選択の援助、調整などを行います。 

・ 貸与できる福祉用具は、介護保険法で定める福祉用具貸与サービスおよび介護予 

防福祉用具貸与サービスの対象種目に限られます。 

 

●介護保険法で定める福祉用具貸与サービスおよび介護予防福祉用具貸与サービス 

 対象種目 

①車いす ⑧スロープ 

②車いす付属品 ⑨歩行器 

③特殊寝台 ⑩歩行補助つえ 

④特殊寝台付属品 ⑪認知症老人徘徊感知機器 

⑤床ずれ防止用具 ⑫移動用リフト（つり具の部分を除く） 

⑥体位変換器 ⑬自動排泄処理装置 

⑦手すり  

※ ⑧⑨⑩の一部の商品が貸与と販売の選択制となっています。詳細は担当者にお尋ね

ください。 

 

７利用料 

●基本料金 

 株式会社ユウコムが定める個々の福祉用具の１ヶ月あたりの貸与料を指し、具体的

な金額はカタログに掲載されています。 

 



 

① 貸与料金は原則として１ヶ月単位です。 

●月の途中に於ける貸与開始又は貸与終了の場合の基本料金は下表の通りです。 

 貸与開始又は貸与終了日 基本料金 

①貸与開始日が１日～１５日の場合 １ヶ月分の貸与料金 

②貸与開始日が１６日～月末の場合 半月分の貸与料金 

③貸与終了日が１日～１５日の場合 半月分の貸与料金 

④貸与終了日が１６日～月末の場合 １ヶ月分の貸与料金 

※同じ月での福祉用具の搬入、搬出は１ヶ月分の貸与料金となります 

●利用者負担額 

介護保険の適用になるご利用者（要支援又は要介護認定を受けている方）は上記基

本料金のうち各ご利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものと致します。 

ただし、介護保険の給付範囲を超えた分に関しましては、全額自己負担となります。 

 

８キャンセル等 

ご利用者の都合によりサービスのキャンセルをした場合は、下表の料金をいただきます。 

①貸与開始の４日前に御連絡を頂いた場合 キャンセル料は無料 

②貸与開始の４日前までに御連絡を頂かない場合 一ヶ月分の貸与料金 

※入院等で貸与を中止（休止）される場合、連絡をいただかないと実費扱いになります。

（休止は原則として１ヶ月） 

 

９お支払い方法 

 前月のサービスご利用に関する利用者負担金を、株式会社ユウコムが定める期日まで

にお支払いいただきます。 

 お支払い方法は原則として自動振替です（事務処理の都合で集金になる場合がありま

す） 

自動振替の場合は翌月 27日引き落としになります。 

（集金の場合は翌月 10日頃に集金させていただきます） 

 

10サービス相談窓口及び苦情受付窓口 

サービスの提供に係る利用者やその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、

苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な処置を講じるものとする。 

・苦情受付相談窓口 

電話番号 ０７５－３２１－８９６０（担当  伊藤美樹） 

受付時間 営業日の午前９時３０分～午後６時３０分 

・事業所は、提供したサービスに関し、国又は地方公共団体が行う調査に協力するとと

もに、国または地方公共団体から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行うものとする。 

・事業所は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して京都市や国民健康保険

団体連合会の調査に協力するとともに、京都市や国民健康保険団体連合会から指導又

は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

 

 

 



11緊急時等における対応方法 

従業者は、サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事

態が生じたときは、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡す

る等、必要な処置を講じるものとする。 

・サービスの提供により事故が発生した場合は、京都市や当該市町村、利用者の家族及

び利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な処置を講じます。 

・事業所は事故の状況や事故に際して採った処置について、記録するとともに、事故発

生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 

・利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償

を速やかに行うものとする。 

12個人情報の保護 

・事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」

及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱

いのためのガイダンス」を遵守し適切に取り扱うものとする。 

・事業所が取り扱う利用者及び家族などの個人情報については、介護サービス提供以外

の目的には原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の

個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族などの個人情報を用いる場合

は当該家族等の同意をあらかじめ文書により得るものとする。 

 

13 福祉用具の消毒 

指定福祉用具の消毒及び保管は、各仕入れ会社に委託しています。 

委託先：（株）トーシン、三共リース（株）、小山（株）、パラマウントケアサービス（株）、 

近鉄スマイルライフ（株）、（株）ワキタケアネット、サンネットワークリブ（株）、 

    （株）日本ケアサプライ、（株）シガドライ・ウィザース、（株）ランダルコーポレー 

ション 

14その他運営についての留意事項 

事業所は従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るため研修（外部

における研修を含む）を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、

また、業務体制を整備する。 

採用時研修：採用後 6カ月以内 

継 続 研修：年 5回以上 

従業者は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。 

従業者であった者に、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者でなくなった場合においても、これら秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用

契約の内容に含むものとする。 

事業所は、福祉用具貸与に関する記録を整備し、その完結の日から 5 年間保存するも

のとする。 

この規定に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、株式会社ユウコムと事業

所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

附則 

この規定は、令和 6年 4月 1日より施行する。 

 


